
1 
 

相模原市歩道橋ネーミングライツパートナー募集要項 

 
１ 募集の趣旨 

土木施設の維持管理費用として、新たな財源の確保を図り、市民サービスの向上に努めるとと

もに、企業等へ地域貢献の場を提供することを目的として、相模原市歩道橋に命名権（以下「ネ

ーミングライツ」という。）を導入するもの 
 
２ 事業概要 

（１）ネーミングライツの対象となる歩道橋の主桁部分に、企業名等の愛称を表示することができ

ます。 
（２）対象となる歩道橋とその周辺の清掃美化活動など地域貢献の場として活用できます。 
 
３ 募集対象施設 

施  設  名 所 在 地 
横断歩道橋（県道５１号） 南区南台３丁目２０番付近 

（県道５１号） 
 
４ 契約の相手方の条件 

（１）募集の趣旨に賛同し、ネーミングライツパートナー（以下「パートナー」という。）となる

ことを希望する企業等が対象です。 
（２）応募者の本社・本店所在地は、相模原市内外を問いません。 
（３）相模原市ネーミングライツ導入方針に掲げる規制対象となっている業種又は事業者は、応募

及び提案ができません。 
【参考】相模原市ネーミングライツ導入方針に掲げる規制業種 
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）で、

風俗営業と規定される業種 

イ 風俗営業類似の業種 

ウ 消費者金融 

エ たばこ 

オ ギャンブルに係るもの 

カ 法律の定めのない医療類似行為を行う施設 

キ 占い、運勢判断に関するもの 

ク 政治性又は宗教性のある事業を行うもの 

ケ 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの 

コ 特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）により、連鎖販売取引と規定され

る業種 

サ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４年法律第１５４号）
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による再生・更生手続中の事業者 

シ 不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）に違反しているもの 

ス 代表者等（役員及び経営に事実上参加している者）が暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に掲げる暴力団の構成員等であるもの 

セ 相模原市競争入札参加資格者指名停止措置要綱により、競争入札の参加を制限されてい

るもの 

ソ 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの 

タ 各種法令に違反しているもの 

チ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの 

ツ 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者 
 

５ 契約条件 

内  容 条  件 備  考 

契約金額 
月額２万５，０００円以上（税

込） 

愛称等の表示及び撤去に係る費用

は、別途パートナーの負担となり

ます。 

契約期間 

契約日から３年以上５年以内 

（契約満了日が年度途中の場合

は、その年度末の３月３１日と

します。） 

契約最終年度後の契約継続に関し

ては、優先交渉権があります。 

（契約条件は、同等以上とし協議

の上決定します。） 

愛称標示期間 

契約で定めた日（愛称標示開始

可能日）から契約満了日までと

します。 

当該期間には愛称等の表示及び撤

去に係る期間が含まれます。 

地域貢献（社会貢献） 

の提案 

清掃、除草、除雪、通学路の安

全対策等 
頻度も併せて提案してください。 

＊ 契約期間満了又は解除後の原状回復に係る費用は、全てパートナーによる負担とします。 
＊ 応募に当たっての費用及び契約締結に係る費用は、パートナーによる負担とします。 
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６ ネーミングライツの範囲及び規格等 

（１）愛称標示の条件等 

 ア 愛称等は、企業等名称、商品名（ロゴマークを含む。）を可（原則商標登録されたもの）と

し、キャッチフレーズやロゴマークのみ等の標示は不可とします。また、語尾に歩道橋を含め

た標示とします。 
 

（例：ロゴマーク＋ 愛称（企業等名称）＋ 歩道橋 ） 
 

 なお、一般に、相模原市以外の地域を連想させるような愛称を付すことはできません。ただ

し、企業名称として一体であり切り離すことが困難である場合等については、この限りではあ

りません。 
※パートナー応募者は、提案する愛称等（ロゴマークの形状、文字形態、文字の大きさ、

文字色等を含む。）について、交通の安全等を考慮して、市が設置するネーミングライ

ツ選定委員会の意見に従い、協議の上変更されることがあることを承諾するものとしま

す。 

※地域住民や道路利用者の混乱を防止するため、決定した愛称等は、原則として契約期間

中に変更することはできません。ただし、愛称等変更の必要性について特段の理由があ

る場合には、この限りではありません。 

イ 愛称の大きさは、１文字最大で３０ ㎝角とします。また、ロゴマークの大きさは最大で 

４２ ㎝角とします。 

ウ 愛称及びロゴマークの色彩は、単色とし、蛍光色、反射色、赤や黄色の原色等安全な交通の

支障となる色については、原則として使用できないものとします。 

  ただし、既存の信号等が無い歩道橋については、安全な交通に支障が無い範囲で、ロゴマー

クに複数の色を使用することと、標示箇所の下地を白色とすることを可能とします。また、申

込者が連名となる場合は、企業名等を２段書きで標示することを可能とします。 

 エ 愛称等の標示可能箇所は、原則として歩道橋の主桁部分とし、両面に１箇所ずつ（合計２箇

所まで）とします。 
    ※やむを得ず、標示箇所を階段や横断デッキ上とする必要がある場合については別途協議

するものとします。この場合も、標示箇所の上限は２箇所とします。 
 オ 愛称等の標示面積は、別紙のとおりとします。 
  ※原則として歩道橋は、現状有姿で標示可能な範囲に愛称等を表示していただくことにな

ります。（既存の信号、案内標識等の移設等は行いません。）そのため、歩道橋の構造、形

状等及び既存の信号、案内標識等の設置状況によっては、面積を確保できない場合があり

ます。 

カ 愛称、既存名称等は、間隔を空け表示するものとします。 

なお、歩道橋の構造や既設案内標識等により、表示することが困難な場合は、別途協議する

ものとします。 
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キ 愛称等の標示は、歩道橋の表面に、シールを貼り付け、又は塗装する方法によるものとしま

す。 

※既存の塗装と相性が悪い糊や塗料等がありますので、施工時に塗装に影響のないものを協

議の上決定します。 

 ク 相模原市屋外広告物条例の基準を満たすものとします。 
 

（２）愛称等の標示及び撤去等 

ア 愛称及び既存名称等の標示及び撤去は、道路法（昭和２７年法律第１８０ 号）第２４条

に規定する道路管理者の承認を受けた上でパートナーに施工していただきます。 

イ 施工費用及び契約期間中の標示面積部分の維持管理費用は、全てパートナーの負担としま

す。また、契約期間中は、標示面積部分が判読できるよう維持管理を行ってください。 

 

（３）地域貢献の提案 

パートナーとして、当該歩道橋とその周辺の清掃美化活動など、地域貢献の場として活用す

る提案をしてください。 

 

７ パートナーメリット 

ネーミングライツ契約が成立した場合、当該施設に愛称を付するほか、地域貢献の場として活

用いただくとともに、次のパートナーメリットを得ることができます。 

 

No. パートナーメリット 内 容 費用負担 

１ 施設への愛称標示 

施設の主桁側面へ愛称を表示できます。

（標示場所は、市との協議により決定しま

す。） 

パートナー 

２ 
市ホームページ等への

愛称掲載 

市ホームページ等において愛称を付した

ことを掲載し、周知します。 
市 

３ 
市ホームページへの 

地域貢献活動等の掲載 

市のホームページ等において地域貢献の

活動状況等を掲載します。 
市 

４ 契約継続の優先交渉権 
契約最終年度後の契約継続に関して優先

交渉権があります。 
－ 

５ その他 その他については、協議の上決定します。 － 
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８ 募集期間 

平成２９年６月１２日（月）から平成２９年７月１２日（水）まで 
 
９ 応募資格 

「４ 契約の相手方の条件」を満たすこと。 
 
10 応募方法 

市ホームページに申込書（様式１）及び添付書類（様式２～様式４）を掲載しますので、必要

事項を記入の上、持参又は郵送により「16 お問合せ先」まで提出してください。 

※持参の場合は、土・日曜日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までにお越しください。 

※郵送の場合は、平成２９年７月１２日（水）必着とします。 

 

11 質問方法 

応募に関して質問がある場合は、平成２９年７月３日（月）までに、市ホームページ掲載の「相

模原市歩道橋ネーミングライツ質問書」（様式５）を「16 お問合せ先」までＥメール又はＦＡ

Ｘにより提出してください。Ｅメールによる質問は、タイトルを「ネーミングライツ質問」とし

てください。 

質問に対する回答は、平成２９年７月７日（金）までに市ホームページに掲載します。 

 

12 選定方法 

募集の締切り後、相模原市が設置する選定委員会において、経営状況、企業理念、希望愛称、

金額、契約期間、市民サービスの向上（地域貢献）、地域要件等を勘案し、ネーミングライツの

優先交渉権を付与する企業等を決定します。 

その後、優先交渉権者と契約の詳細について交渉を行い、契約内容が合意に至り次第、最終的

にパートナーとして契約を締結します。 

優先交渉権者との間で契約合意の可能性がないと市が判断した場合は、交渉を打ち切り、次点

候補者との契約交渉を行うものとします。 

なお、選定結果については、全ての応募者に対し文書により通知するとともに、市ホームペー

ジで公表します。 

【スケジュールの目安】 

募集期間 平成２９年 ６月１２日（月）～平成２９年７月１２日（水） 

選定委員会 平成２９年 ８月（予定） 

契約締結 平成２９年 ９月（予定） 

導入開始 平成２９年 １０月（予定） 
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 13 ネーミングライツ料の使途 

土木施設の維持管理費用に充当します。 

 

 14 契約の解除 

 契約当事者の事情又は瑕疵により、当該施設等の愛称の維持が困難な場合及び契約期間中に相

模原市ネーミングライツ導入方針に掲げる規制業種に該当することとなった場合には、契約を解

除することがあります。この契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、パートナーの負担としま

す。 

 

15 関係書類・添付資料 

（１）相模原市歩道橋ネーミングライツ申込書【様式１】 

（２）企業等の概要【様式２】 

（３）暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書【様式３】 

（４）契約の相手方の条件に関する確約書【様式４】 

（５）相模原市歩道橋ネーミングライツ質問書【様式５】 

（６）相模原市ネーミングライツ導入方針 

（７）横断歩道橋（県道５１号）施設概要 

 

16 お問合せ先 

〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５ 

相模原市 都市建設局 道路部 道路計画課 

電  話 ０４２―７６９―８３７４（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５８２２ 

E-mail doukei@city.sagamihara.kanagawa.jp 

mailto:doukei@city.sagamihara.kanagawa.jp

